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お知らせ

印鑑登録と印鑑証明
●印鑑登録の手続き
�市の住民基本台帳に記載され
ている15歳以上の意思能力
を有する方
�登録する印鑑、手続きする方
の本人確認ができる書類（代
理人が手続きする場合は委任
状と代理人の認め印も必要）
１件200円
市民課、支所
即�日登録できる場合　登録者本
人が窓口で申請し、本人確認
書類として官公署が発行した
顔写真付きの証明書（運転免
許証、マイナンバーカードな
ど）を提示する場合、または
本人確認書類が保険証、年金
手帳などで、保証書がある場
合　※即日登録できない場合
は、申請後、登録者の住民登録
地へ「照会・回答書」を送付
します
●印鑑登録証明書の発行
�印鑑登録証、手続きする方の
本人確認ができる書類
１通200円
市民課、支所、
　市民センター
詳しくは、

　 1000990 で
　確認してください
市民課　 32-1311

ご寄付ありがとうございます

●福祉事業のために
　JA愛知西女性部様（一色下方町）…13万円

● ふるさと応援寄付金　市内在住の方…100万円

市・県民税の納付
1005056

　令和５年度市・県民税の普通徴収と公的年金からの特別徴収の納税
通知書を６月中旬に送付します。
普通徴収の第１期納期限　６月30日㈮
● 市・県民税の公的年金からの特別徴収制度
　令和５年４月１日現在、65歳以上の方は、公的年金などにかかる市・
県民税が、公的年金から特別徴収（天引き）されます。
　昨年度以前から特別徴収の対象となっている方は、４月・６月・８
月の仮徴収と10月・12月・令和６年２月の本徴収での納付となります。
　令和５年度から新たに対象となる方は、10月から特別徴収による納
付となります。
●減免制度
　納付が困難で一定の要件に該当する方は、減免の適用があります。
詳しくは、普通徴収の第１期納期限（６月30日㈮）までに問い合わせ
てください。
課税課　 32-1205

マイナポイント
申込は９月30日まで

　マイナポイントの申込期限は
令和５年９月30日までとなり
ます。決済サービスによっては
早く締め切るものもあるため、
ご注意ください。
　市職員による申込サポートに
ついては、 1006204 で確
認してください。

 令和５年２月28日までにマ
イナンバーカードを申請され
た方が対象となります
市民課　 32-1302

国民健康保険加入者の皆さんへ
交通事故に遭ったら届け出を

1001009
　交通事故によるけがで保険証
を使用する場合は、加害者が負
担すべき治療費の一部を国民健
康保険（国保）が一時的に立て
替えることになります。立て替
えた治療費は、国保が加害者な
どへ請求しますので、速やかに
届け出てください。
　また、自損事故の場合も負傷
原因について確認する必要があ
るため、必ず届け出てください。
国保年金課　 32-1312

国民年金の年金額
1001026

　６月支払い分から下表のとおり変更になります。詳しくは、一宮年
金事務所（ 0586-45-1418）へ問い合わせてください。

種類 支給額　【】内は68歳以上の額 子の加算額

老齢基礎年金 795,000円【792,600円】
（満額の場合） －

障害基礎年金 １級の方…993,750円【990,750円】
２級の方…795,000円【792,600円】

第１子、第２子
　…各228,700円
第３子以降
　…各76,200円

遺族基礎年金
（基本金額） 795,000円【792,600円】

　コミュニティバスの運行を
継続していくため、運行経費
における利用者１人当たりの
市負担額（下表）の基準値を
1,500円とし、この基準値や
利用状況を参考に運行路線の
見直しを検討していきます。

総務課　 32-1159
1001271

コミュニティバスを利用してください

●令和５年３月分

路線名 利用人数 バス運行経費における
１人当たりの市負担額

稲沢中央線 アピタ稲沢店系統 8,795人 193円
祖父江・稲沢線 ふれあいの郷系統 1,320人 860円
祖父江・稲沢線 地泉院系統 1,400人 817円
下津・稲沢線 955人 1,173円
大里線 639人 1,821円
千代田・平和線 925人 1,283円

児童手当の現況届
1011024

　令和４年度から現況届の提出
は原則不要となりましたが、一
部の受給者は提出が必要です。
対象者には通知を送付します。
● 次の変更事項がある方は届け

出が必要です
・ 児童を養育しなくなったなど、

支給対象となる児童がいなく
なったとき

・ 児童や配偶者の情報（住所や氏
名など）に変更があったとき

・ 受給者の加入する公的年金制
度（保険証の種類）に変更が
あったとき

・ 令和４年度所得が所得上限額
以上で児童手当が支給されて
いない方で、令和５年度所得
が所得上限額未満となる方　
※手続きが遅れた場合、手当
が支給されない月が発生する
恐れがあります
子育て支援課　 32-1296

放課後児童クラブ
夏休み利用申込受付

1011024 申請書ダウンロード可

　小学校夏休み期間（７月21
日～８月31日）に放課後児童
クラブの利用を希望する方は、
申し込んでください。

 ６月20日㈫までに、申込書
類に記入の上、利用を希望す
る児童クラブへ
 今回の申し込みでは、終業式
の日以前、始業式の日以後は
利用できません。初めて児童
クラブを利用する場合は、申
込時に児童の面接も行います
子育て支援課　 32-1299
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